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令和８年６月１日(月) 以降に契約締結するもの

１．電子契約の対象となる契約

導入開始時期

・総務部 契約検査課
・上下水道局 経営企画課
当面の間，上記の部署で取り扱う案件のみを対象とします。

（導入後の利用状況等により，担当課契約を含む全庁の契約案件
について導入を検討します。）

対象とする部署



１．電子契約の対象となる契約

・契約書（変更契約書を含む）
・請書 ・協定書 ・覚書 等

対象となる契約

○契約者双方が作成し保管する書類を中心に、電子契約での
運用を行います。

○電子契約 又は 従来どおり書面(紙)での契約を選択することも
可能です。

○法令等の規定により書面による契約書を作成することが義務
付けられている契約は除きます。

○契約の内容により，電子契約を利用できない場合があります。
（電子契約サービスにアップロード可能な容量上限を超える場合等）



２．電子契約の利用にあたって
電子契約の利用を希望される場合
「電子契約利用申出書」をご提出いただきます。

• 契約相手方に決定後，契約事務担当者か
ら電子契約とするか書面による契約とす
るか意向確認がありますので，電子契約
を希望する場合は「電子契約利用申出
書」を提出してください。

• 様式には，契約締結権限者（必須）と契
約事務担当者（任意）のメールアドレス
を記載してください。
（同一のメールアドレスは使用できません。）
• 案件ごとに，電子メールにより提出をお
願いします。

• 様式は市ホームページに掲載予定です。



３．契約締結の流れ
電子契約利用申出書の送信

契約書等データ準備・アップロード

メール受信，契約内容の確認・同意

契約内容の確認・承認

契約締結完了・契約書データの保存

ひたちなか市

事業者様

事業者様

ひたちなか市

ひたちなか市 事業者様



４．ひたちなか市からのお願い

電子契約はひたちなか市だけでなく，事業者様にも多くの
メリットがあり，利便性向上に大きく貢献できるものと
期待しています。

電子契約のメリット
◆印紙税や郵送料などの経費節減
◆業務効率化
◆書類紛失などのリスク回避
◆利用が簡単
（アカウント登録不要，無料で利用可能）
ぜひ積極的な活用をご検討ください!



５．ご不明点のお問い合わせ方法
【運用に関する問い合わせ窓口】
ひたちなか市契約検査課までお問合せください。
お問い合わせはメール，電話で受け付ております。
メール ：keiyaku@city.hitachinaka.lg.jp
電話番号：029-273-2457（直通）

【クラウドサインに関する問い合わせ窓口】



６．アンケート

今後の運用の参考のために，本日の説明会についてのアンケート
へのご協力をお願いいたします。

○以下のQRコード または アンケート用紙から回答をお願いします。
○いただいた質問への回答は，後日市ホームページに掲載いたします。

本日は ご多用のところ ご参加いただき
ありがとうございました。


